
別 紙 


都道府県又は市町村等が国に被災者支援総合交付金の交付
に関する書類を提出する場合等の手続について

（内閣総理大臣に書類を提出する場合の手続）
第１　都道府県又は市町村等は、以下に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しようとするときは、別表１に掲げるところにより、復興庁に提出するものとする。
　１　被災者支援総合交付金実施要綱（以下「実施要綱」という。）に規定する被災者支援事業計画
　２　実施要綱第４の５に規定する変更後の被災者支援事業計画
３　実施要綱第12に規定する修正した被災者支援事業計画
　４　実施要綱第13に規定する被災者支援事業計画の実績に関する評価
　５　実施要綱第14に規定する報告又は資料
　６　その他の都道府県又は市町村等が内閣総理大臣に提出する被災者支援事業に関する書類

（交付可能額の通知に関する手続）
第２　内閣総理大臣は、実施要綱第７の規定に基づき、交付可能額を通知しようとするときは、復興庁を経由して、これを通知するものとする。

（内閣総理大臣を経由して交付担当大臣に書類を提出する場合の手続）
第３　都道府県又は市町村等は、被災者支援総合交付金の交付に関する書類を交付担当大臣に提出しようとするときは、別紙様式を添付の上、地域ごとに別表１に掲げるところにより、復興庁を経由して提出しなければならない。

（内閣総理大臣を経由して提出しなければならない書類）
第４　都道府県又は市町村等は、別表２に掲げる被災者支援総合交付金の交付に関する書類を交付担当大臣に提出しようとするときは、内閣総理大臣を経由してこれを提出しなければならない。また、その際には、前条の規定に基づき、復興庁を経由するものとする。

（交付決定の通知に関する手続）
第５　交付担当大臣は、交付要綱に基づき、内閣総理大臣を経由して都道府県又は市町村等に対して交付決定通知書、交付額確定通知書その他の書類を送付しようとするときは、地域ごとに別表１に掲げるところにより、復興庁を経由して、これを送付するものとする。

（別表１）書類の提出（第１、第３、第４及び第５関係）
	事業計画の作成主体
	提出窓口

	福島県
福島県内の市町村
	福島復興局

	上記以外
	本庁




（別表２）内閣総理大臣を経由して提出しなければならない書類（第４関係）
	内閣総理大臣を経由して交付担当大臣に提出しなければならない書類

	・適正化法第５条の規定に基づく交付の申請書及び変更交付申請書
・適正化法第９条に基づく交付申請の取下げに係る書類
・被災者支援総合交付金交付決定前着手申請書（実施要綱第11の２）
・適正化法第12条に基づく状況報告に係る書類
・適正化法第14条に規定する実績報告に係る書類
・その他交付要綱において内閣総理大臣を経由して提出するものとされた書類





（別紙様式）


年　　月　　日

内閣総理大臣　殿



　都道府県又は市町村等の長



被災者支援総合交付金に関する書類の交付担当大臣への提出について


　都道府県又は市町村等の長が国に被災者支援総合交付金の交付に関する書類を提出する場合等の手続きについて、被災者支援総合交付金実施要綱別紙第３の規定に基づき、下記の書類を各交付担当大臣まで提出願います。


記

1． 交付申請書（○○大臣宛て）
2． 交付申請書（○○大臣宛て）

